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規

則

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
一

〇
規

則

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
九
月
十
五
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
八
十
六
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
四
年
大
分
県
規
則

第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
中
「
作
成
し
、
こ
れ
を
署
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を
「
作
成
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
九
条
第
六
項
」
を
「
第
九
条
第
七
項
」
に
改
め

る
。第

一
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
「あ

っ
て
は

」
を
「あ

つ
て
は

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
中
「記

載

し
、
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
自
署
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
「記

載
す
る
こ
と

」
に
改
め
、
同
様
式
の

別
紙
中

を
削
る
。

第
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
１
中
「記

載
し
、
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
自
署
す
る

こ
と
が
で
き
る

」
を
「記

載
す
る
こ
と

」
に
改
め
、
同
様
式
の
別
紙
中

を
削
る
。

第
三
号
様
式
中

代
表
者
の

氏
名

印

を

代
表
者
の

氏
名

に
改
め
、
同

様
式
の
記
載
上
の
注
意
事
項
５
中
「夜

間
銃
猟
び
捕
獲
従
事
者

」
を
「夜

間
銃
猟
捕
獲
従
事
者

」
に
改
め
、

同
様
式
の
記
載
上
の
注
意
事
項
６
を
削
る
。

第
四
号
様
式
中

代
表
者
の

氏
名

印

を

代
表
者
の

氏
名

に
改
め
、
同

様
式
の
記
載
上
の
注
意
事
項
を
削
る
。

第
五
号
様
式
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
同

様
式
中
泫
１
を
削
り
、
泫
２
を
泫
１
と
し
、
泫
３
を
泫
２
と
す
る
。

第
六
号
様
式
中

代
表
者
の

氏
名

印

を

代
表
者
の

氏
名

に
改
め
、
同

様
式
の
記
載
上
の
注
意
事
項
４
を
削
り
、
同
様
式
の
別
紙
一
中
「当

た
っ
て
は

」
を
「当

た
つ
て
は

」
に
、

「あ
っ
て
は

」
を
「あ

つ
て
は

」
に
改
め
、
同
様
式
の
別
紙
二
中
「あ

っ
て
は

」
を
「あ

つ
て
は

」
に
改
め

る
。第

七
号
様
式
中

代
表
者
の

氏
名

印

を

代
表
者
の

氏
名

に
改
め
、
同

様
式
の
記
載
上
の
注
意
事
項
を
削
る
。

第
八
号
様
式
中

代
表
者
の

氏
名

印

を

代
表
者
の

氏
名

に
改
め
、
同

様
式
中
記
載
上
の
注
意
事
項
２
を
削
り
、
記
載
上
の
注
意
事
項
１
を
記
載
上
の
注
意
事
項
と
す
る
。

第
九
号
様
式
中

代
表
者
の

氏
名

印

を

代
表
者
の

氏
名

に
改
め
、
同

様
式
の
記
載
上
の
注
意
事
項
を
削
る
。
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代
表
者
の

氏
名

「

「

」

」

「

「

」

」

印
氏
名

氏
名

「
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「
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第
十
号
様
式
中

代
表
者
の

氏
名

印

を

代
表
者
の

氏
名

に
改
め
、
同

様
式
の
記
載
上
の
留
意
事
項
４
を
削
り
、
同
様
式
の
別
紙
一
中
「当

た
っ
て
は

」
を
「当

た
つ
て
は

」
に
、

「あ
っ
て
は

」
を
「あ

つ
て
は

」
に
改
め
、
同
様
式
の
別
紙
二
中
「あ

っ
て
は

」
を
「あ

つ
て
は

」
に
改
め

る
。第

十
一
号
様
式
中

を

に
改
め
、
同
様
式
中
泫
２
を
削
り
、
泫
１
を
泫
と
す
る
。

第
十
二
号
様
式
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、

同
様
式
中
記
載
上
の
注
意
事
項
⑵
を
削
り
、
記
載
上
の
注
意
事
項
⑴
を
記
載
上
の
注
意
事
項
と
す
る
。

第
十
三
号
様
式
中
「住

所
印

」
を
「住

所

」
に
、
「あ

っ
て
は

」
を
「あ

つ
て
は

」
に
、
「な

っ
た
行
為
・

」
を
「な

つ
た
行
為
・

」
に
改
め
、
同
様
式
の
記
載
上

の
注
意
事
項
１
中
「な

っ
た

」
を
「な

つ
た

」
に
改
め
、
同
様
式
の
記
載
上
の
注
意
事
項
３
を
削
る
。

第
十
四
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
を
削
る
。

第
十
五
号
様
式
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、

同
様
式
の
記
載
上
の
注
意
事
項
５
を
削
る
。

第
十
六
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
「な

く
な
っ
た

」
を
「な

く
な
つ
た

」
に
改
め
、
同
様
式
中
記
載
上

の
注
意
事
項
１
を
削
り
、
記
載
上
の
注
意
事
項
２
を
記
載
上
の
注
意
事
項
１
と
し
、
記
載
上
の
注
意
事
項
３

を
記
載
上
の
注
意
事
項
２
と
し
、
記
載
上
の
注
意
事
項
４
を
記
載
上
の
注
意
事
項
３
と
す
る
。

第
十
七
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
中
記
載
上
の
注
意
事
項
１
を
削
り
、
記
載
上
の
注
意
事
項
２

を
記
載
上
の
注
意
事
項
１
と
し
、
記
載
上
の
注
意
事
項
３
を
記
載
上
の
注
意
事
項
２
と
し
、
記
載
上
の
注
意

事
項
４
を
記
載
上
の
注
意
事
項
３
と
す
る
。

第
十
八
号
様
式
中

代
表
者
の

氏
名

印

を

代
表
者
の

氏
名

に
改
め
、

同
様
式
の
記
載
上
の
注
意
事
項
３
を
削
る
。

第
十
九
号
様
式
（
表
面
）
中

を

に
、
「第

９
条
第
６
項

」
を
「第

９
条
第
７
項

」
に
改
め
、
同
様
式
（
裏
面
）
の
記
載
上
の
注
意
事
項
６
を

削
り
、
同
様
式
（
裏
面
）
の
添
付
書
類
４
中
「あ

っ
て
は

」
を
「あ

つ
て
は

」
に
改
め
る
。

第
二
十
号
様
式
（
表
面
）
中

を

に

改
め
、
同
様
式
（
裏
面
）
の
記
載
上
の
注
意
事
項
６
を
削
る
。

第
二
十
一
号
様
式
中

を

に
、

「と
な
っ
た
場
合
又
は
当
該
者
が
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
で
な
く
な
っ
た
場
合
の
届
出
書

」
を
「と

な
つ
た
場
合

又
は
当
該
者
が
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
で
な
く
な
つ
た
場
合
の
届
出
書

」
に
、
「あ

っ
た

」
を
「あ

つ
た

」
に
、

「第
９
条
第
６
項

」
を
「第

９
条
第
７
項

」
に
、
「と

な
っ
た
。

」
を
「と

な
つ
た
。

」
に
、
「な

く
な
っ

た
。

」
を
「な

く
な
つ
た
。

」
に
改
め
、
同
様
式
の
記
載
上
の
注
意
事
項
２
中
「限

っ
て

」
を
「限

つ
て

」

に
、
「行

っ
た

」
を
「行

つ
た

」
に
、
「と

な
っ
た

」
を
「と

な
つ
た

」
に
、
「な

く
な
っ
た

」
を
「な

く

な
つ
た

」
に
改
め
、
同
様
式
の
記
載
上
の
注
意
事
項
３
を
削
り
、
同
様
式
の
記
載
上
の
注
意
事
項
４
中
「あ

っ
て
は

」
を
「あ

つ
て
は

」
に
改
め
、
同
様
式
中
記
載
上
の
注
意
事
項
４
を
記
載
上
の
注
意
事
項
３
と
す

る
。第

二
十
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
１
中
「記

載
し
、
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
自
署

す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
「記

載
す
る
こ
と

」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正

化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
申

請
書
そ
の
他
の
書
類
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
と
み
な
す
。

３

旧
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
補
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

令
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九
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十
五
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